
基本目標・基本方針

1 基本目標

　岩見沢市農業の現状や主要課題を踏まえるとともに、人・農地プラン※21に関す
る調査や農業者意向調査、関係機関・団体調査の結果も考慮しながら、本市農業が
目指すべき方向性について、基本目標・基本方針を定め、各種施策を総合的かつ計
画的に推進していきます。
　農業は、地域産業と深く結び付き、地域経済を支える重要な基幹産業として、ま
た、洪水や土壌侵食の防止など多面的機能の発揮により、地域とそこで暮らす人々
の生活を守り、さらに岩見沢市の特性である土地利用型や施設園芸、果樹、醸造用
ぶどうなど多様な農業が発展を遂げながら、未来につなげていくため、“強い　いわ
みざわ農業”の確立を目指します。
　また、農業は、自然界の物質循環を活かしながら営まれていることから、環境と
調和した持続可能な農業を展開していくことは重要なテーマであり、本市農業・
農村においても、経済・社会・環境の様々な課題に総合的に取り組みつつ、環境
に配慮した農業を積極的に進め、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）※22の達成に向け
た施策を推進します。
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「地域と人を守り、多様な農業が発展を遂げる“強い  いわみざわ農業”の確立」

集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するため、集落・地域の話し合いのもとに作成するプラン。※21　人・農地プラン
Sustainable Development Goals の略称。平成27（2015）年9月の国連サミットにおいて全会一致で採択さ
れた、2030年を期限とする国際社会全体の開発目標。飢餓や貧困の撲滅、経済成長と雇用、気候変動対
策等包括的な17の目標を設定。法的な拘束力はなく、各国の状況に応じた自主的な対応が求められる。

※22　ＳＤＧｓ
　　　（持続可能な開発目標）
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2 基本方針
　基本目標を達成するため、「農業所得の向上」・「担い手の育成・確保」・「農村地域
の振興」の3つを基本方針とし、農業者、消費者、農業関係団体・事業者及び行政
が連携しながら、岩見沢市農業の振興と持続的な発展に向けた取組みを推進します。

　基本方針１に基づく施策は、①持続可能な生産体制の確立、②農畜産物の付加
価値向上と販路の確保、③スマート農業の加速化、④農業生産基盤の整備とします。

　基本方針２に基づく施策は、⑤農業経営の安定・発展、⑥新規就農者の育成・
確保、⑦優良農地の確保・利用集積とします。

　基本方針３に基づく施策は、⑧多面的機能の発揮促進、⑨中山間地域農業の促
進、⑩都市と農村の交流とします。

基本方針１ 農業所得の向上

基本方針２ 担い手の育成・確保

基本方針３ 農村地域の振興
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3 施策の体系

基本
方針

１  

農
業
所
得
の
向
上

２  

担
い
手
の
育
成
・
確
保

３  

農
村
地
域
の
振
興

施　策 施策の方向性

（1）地域特性を活かした生産性向上と農業振興
（2）土づくりの推進
（3）環境と調和した安全・安心な農産物の生産
（4）安全・安心な畜産物の供給
（5）鳥獣被害防止対策の推進

（1）地産地消と消費拡大の推進
（2）農畜産物の付加価値向上の推進
（3）企業との協働による生産、商品開発及び販
　　　路拡大の推進

（1）スマート農業の普及促進
（2）デジタル技術を活用したスマート農業の推進

（1）土地利用型農業に対応した基盤整備の推進
（2）農業水利施設等の整備、維持管理の推進

（1）次世代に向けた多様な担い手の育成・確保
（2）労働力の確保と農業経営支援組織の育成・確保

（1）新規就農（希望）者の就農促進

（1）農地利用集積の促進
（2）遊休農地の発生防止と再生利用
（3）計画的な土地利用の推進

（1）地域資源の保全管理の推進
（2）防災・減災機能の継続性確保
（3）農村地域の生活環境の向上

（1）中山間地域農業の振興
（2）中山間地域の活性化

（1）農業・農村とのふれあいの場の提供
（2）農産物直売所等による消費者との信頼関係
　　　の構築
（3）グリーンツーリズムの推進

１ 持続可能な生産体制の確立

２ 農畜産物の付加価値向上と
　 販路の確保

３ スマート農業の加速化

４ 農業生産基盤の整備

７ 優良農地の確保・利用集積

６ 新規就農者の育成・確保

５ 農業経営の安定・発展

10 都市と農村の交流

９ 中山間地域農業の促進

８ 多面的機能の発揮促進
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